
 

 
令和６年度前橋市教育支援教室等利用者支援事業補助金交付要項 
 

  令和６年６月１９日     
（令和６年４月１日から適用）  

 

 取扱担当課  

   前橋市教育委員会事務局教育支援課（総合教育プラザ１階） 
              電話  ０２７－２１２－４０３９（直通） 
                  ０２７－２３０－９０９１（代表）  

 

 本補助金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとおりです。  
 

交付目的   不登校支援施設（以下「施設」という。）を利用している児童生
徒の保護者の負担軽減を図ることを目的とします。  
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補助対象者  次の条件１及び条件２を満たす者を対象とします。 

【条件１】いずれかに該当する児童生徒の保護者 
１ 市内に住所を有している。 
２ 市外に住所を有し、前橋市立小・中学校への区域外就学を認め

られている。 
【条件２】全てを満たす児童生徒の保護者 
１ 要保護又は準要保護の認定を受けている。 
２ 児童生徒が次の施設に通所している。(別表) 
(1) 前橋市が運営する教育支援教室 
(2)「群馬県フリースクール等支援事業補助金」の補助対象施設 

３ 暴力団排除に関する要件 
 次に掲げる事項の全てに該当すること。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）でないこと。  

(2) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）でないこと。 

 (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

ている者でないこと。 

(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与

するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、

又は関与している者でないこと。 

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当

に利用している者でないこと。 

(6) 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。 
 

補助対象とな
る経費 

補助対象経費は、児童生徒の施設への通所に係る交通費相当分
とします。  
 



 

交付金額 

 

 交付金額は、自宅から施設までの直線距離に応じて、１kmごと
に日額５０円とし、月額１０，０００円を上限とします。  

※１kmに満たない距離は、１kmに切り上げる。  
 

交付条件 

 

 

 

１ 補助対象者は、補助事業の遂行に関する報告及び調査に応じ
ることを求められた場合は、これに応じなければなりません。  

２ 補助対象者は、前橋市補助金等交付規則（平成１０年前橋市規
則第３４号）、この要項及び補助金交付決定通知書兼補助金額確
定通知書に記載の交付条件を遵守しなければなりません。  

 

交 付 申 請 の
方法、時期等 

 補助対象者は、在籍校又は施設から交付申請書兼誓約書兼実績
報告書（様式第１号）を受け取り、必要事項を記入し、施設が作
成した通所記録を添えて、下表の申請期限までに、教育委員会事
務局教育支援課又は在籍校に提出してください。 

施設利用期間 申請期限 

令和６年４月１日～ ７月３１日 令和６年８月２０日 

令和６年８月１日～１２月３１日 令和７年１月２０日 

令和７年１月１日～ ３月３１日 令和７年４月２１日 

 ※施設利用期間に長期休業日は含まない。  

 

交 付 決 定 の
時期等  

 申請書類等の審査及び調査を行い、申請期限から３０日以内
に、交付の可否、金額、条件等を決定し、通知します。  

請求の方法、
支払時期等 

１ 交付決定通知書兼補助金額確定通知書において補助金額が確

定した後、補助金交付請求書（様式第４号）により請求してくだ

さい。 

２ 上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０日以内に支

払います。  
 

補助対象者の

状況が変更と

なった場合の

手続 

 

 

 

 

補助対象の児童生徒又は保護者が次のいずれかに該当するとき

は、交付申請書兼誓約書兼実績報告書の変更事項記載欄に明記す

ること。 

１ 住所を異動したとき。 

２ 在籍校が変わったとき。  

３ 要保護及び準要保護の認定が取り消されたとき。 

 



 

 

交付決定の取

消し又は補助

金の返還 

 

 

１ 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され

ます。 

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたと

き。 

(2) この要項、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した

とき。 

２ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけれ

ばなりません。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消された

場合、その取消しに係る部分の金額 

(2) 交付を受けた補助金額が、交付の対象となる経費の実績額に

基づき積算し、確定した金額を超える場合、その超える部分の

金額 

様
  

式  

申請書等の
様式  

 

１ 交付申請書兼誓約書兼実績報告書（様式第１号）  

２ 交付決定通知書兼補助金額確定通知書（様式第２号）  

３ 不交付決定通知書（様式第３号）  

４ 補助金交付請求書（様式第４号）  

 

 

 

別表 

前橋市内教育支援教室一覧      

施設名 所在地 

にじの家 岩神町三丁目１－１ （総合教育プラザ） 

かがやき 粕川町西田面２１６－１ （粕川支所） 

あすなろ 富士見町田島８６６－１ （富士見公民館） 

かけはし 市内２か所 

 

群馬県フリースクール等支援事業補助金対象施設一覧 
   

施設名 所在地  

フリースクールこらんだむ  前橋市表町二丁目３－６  

フリースクールぱれっと 前橋市泉沢町７０５－２  

NPO 法人ぐんま里山学校 高崎市上室田町２５９１  

Small School MIRAI 高崎市棟高町６１０－３  

心スマイルの家 高崎市箕郷町生原６２５  

フリースクールこうぇる 高崎市鼻高町５０－１４  

NEXTAGE SCHOOL 桐生市錦町一丁目８－３  

学園てぃーだ 伊勢崎市国定町一丁目１４４－５  

（群馬県フリースクール等支援事業補助金対象施設は今後増える可能性あり） 

 


